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   甲府市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例 

（甲府市道路占用料徴収条例の一部改正） 

第１条 甲府市道路占用料徴収条例（昭和４９年７月条例第３８号）の一部を次の

ように改正する。 

  

６６０円  ８００円 

１，０００円  １，２００円 

１，４００円  １，７００円 

５９０円  ７１０円 

９５０円  １，１００円 

１，３００円  １，６００円 

５９円  ７１円 

    ６円      ７円 

    ４円      ４円 

５８０円  ７００円 

３５０円  ４３０円 

１，２００円  １，４００円 

５００円  ６００円 

３，８００円  ４，８００円 

１，２００円  １，４００円 

「 「 



２５円  ３０円 

３５円  ４３円 

５３円  ６４円 

７１円  ８６円 

１１０円  １３０円 

１４０円  １７０円 

２５０円  ３００円 

３５０円  ４３０円 

７１０円  ８６０円 

１，２００円  １，４００円 

Ａに０．００５ 

を乗じて得た額 

 Ａに０．００４

を乗じて得た額 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 

 Ａに０．００６

を乗じて得た額 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

 Ａに０．００７

を乗じて得た額 

１，９００円  ２，４００円 

１，１００円  １，５００円 

１，２００円  １，４００円 

３８円  ４８円 

３８０円  ４８０円 

３８０円  ４８０円 

３，８００円  ４，８００円 

９５０円  １，１００円 

３８円  ４８円 

３８０円  ４８０円 

３８円  ４８円 

３８０円  ４８０円 

３，８００円  ４，８００円 

１，９００円  ２，４００円 

を  に改める。 別表中 



１，２００円  １，４００円 

３８０円  ４８０円 

１２０円  １４０円 

Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

 Ａに０．００９

を乗じて得た額 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０１７

を乗じて得た額 

Ａに０．００５

を乗じて得た額 

 Ａに０．００４

を乗じて得た額 

Ａに０．００８

を乗じて得た額 

 Ａに０．００６

を乗じて得た額 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

 Ａに０．００７

を乗じて得た額 

Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０２５

を乗じて得た額 

Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

 Ａに０．０１２

を乗じて得た額 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

 Ａに０．００９

を乗じて得た額 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

Ａに０．０１を

乗じて得た額 

 Ａに０．００９

を乗じて得た額 

Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

 Ａに０．０１２

を乗じて得た額 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

Ａに０．０３４  Ａに０．０２５ 



を乗じて得た額  を乗じて得た額 

Ａに０．０１５

を乗じて得た額 

 Ａに０．０１２

を乗じて得た額 

Ａに０．０２４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０２２

を乗じて得た額 

Ａに０．０３４

を乗じて得た額 

 Ａに０．０３１

を乗じて得た額 

   

（甲府市都市公園条例の一部改正） 

第２条 甲府市都市公園条例（昭和３２年１２月条例第５２号）の一部を次のよう 

に改正する。 

 別表第１の２都市公園を占用する場合の表中 

「         「 

６６０円  ８００円 

１，０００円  １，２００円 

１，４００円  １，７００円 

５９０円  ７１０円 

９５０円  １，１００円 

１，３００円  １，６００円 

６円  ７円 

４円  ４円 

１，２００円  １，４００円 

５００円  ６００円 

２５円  ３０円 

３５円  ４３円 

５３円  ６４円 

７１円  ８６円 

１１０円  １３０円 

１４０円  １７０円 

２５０円  ３００円 

」  」  

に改める。  を  



３５０円  ４３０円 

７１０円  ８６０円 

３８円  ４８円 

９５０円  １，１００円 

５００円  ５００円 

３８０円  ４８０円 

         」         」 

（甲府市法定外公共物管理条例の一部改正） 

第３条 甲府市法定外公共物管理条例（平成１３年１２月条例第３４号）の一部を

次のように改正する。 

 

１２０円  １３０円 

８０円  ９０円 

６６０円  ８００円 

１，０００円  １，２００円 

１，４００円  １，７００円 

５９０円  ７１０円 

９５０円  １，１００円 

１，３００円  １，６００円 

５９円  ７１円 

６円  ７円 

４円  ４円 

３，８００円  ４，８００円 

２５円  ３０円 

３５円  ４３円 

５３円  ６４円 

７１円  ８６円 

１１０円  １３０円 

１４０円  １７０円 

２５０円  ３００円 

を  

「 「 

に改める。 別表中 



 

 

 

（甲府市準用河川占用料徴収条例の一部改正） 

第４条 甲府市準用河川占用料徴収条例（平成２４年３月条例第４号）の一部を次

のように改正する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則 

３５０円  ４３０円 

７１０円  ８６０円 

１２０円  １３０円 

８０円  ９０円 

６６０円  ８００円 

１，０００円  １，２００円 

１，４００円  １，７００円 

５９０円  ７１０円 

９５０円  １，１００円 

１，３００円  １，６００円 

５９円  ７１円 

６円  ７円 

４円  ４円 

３，８００円  ４，８００円 

２５円  ３０円 

３５円  ４３円 

５３円  ６４円 

７１円  ８６円 

１１０円  １３０円 

１４０円  １７０円 

２５０円  ３００円 

３５０円  ４３０円 

７１０円  ８６０円 

に改める。 別表中 

「 「 

」  

を  

」  

」  」  



１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前にした許可に係る占用の期間に係る占用料については、

なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

提案理由 

 道路等の占用料の額を改定するについては、この条例を制定する必要がある。こ

れが、この条例案を提出する理由である。 


